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総

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

〇
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
告
示
第

号

国
土
交
通
省

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
等
の
経
営
強
化
に
関
す
る
基
本

方
針
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
三
十
年

月

日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

中
小
企
業
等
の
経
営
強
化
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

総

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

中
小
企
業
等
の
経
営
強
化
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

国
土
交
通
省
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う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
１
～
第
３

［
略
］

第
１
～
３

［
略
］

第
４

経
営
力
向
上

第
４

経
営
力
向
上

１

経
営
力
向
上
の
内
容
に
関
す
る
事
項

１

経
営
力
向
上
の
内
容
に
関
す
る
事
項

一

経
営
力
向
上

一

経
営
力
向
上

「
経
営
力
向
上
」
と
は
、
現
に
有
す
る
経
営
資
源

「
経
営
力
向
上
」
と
は
、
経
営
資
源
（
設
備
、
技

又
は
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
事
業
承
継
等
に

術
、
個
人
の
有
す
る
知
識
及
び
技
能
そ
の
他
の
事
業

よ
り
他
の
事
業
者
か
ら
取
得
し
た
又
は
提
供
さ
れ
た

活
動
に
活
用
さ
れ
る
資
源
を
い
う
。
）
を
事
業
活
動
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経
営
資
源(

設
備
、
技
術
、
個
人
の
有
す
る
知
識
及
び

に
お
い
て
十
分
効
果
的
に
利
用
（
新
た
に
経
営
資
源

技
能
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
活
用
さ
れ
る
資
源
を
い

を
導
入
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
を
指
す
。

う
。)
を
事
業
活
動
に
お
い
て
十
分
効
果
的
に
利
用(

な
お
、
「
経
営
力
向
上
」
の
内
容
は
、
例
え
ば
、
第

新
た
に
経
営
資
源
を
導
入
す
る
こ
と
を
含
む
。)

す
る

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

こ
と
を
指
す
。
な
お
、
「
経
営
力
向
上
」
の
内
容
は

、
例
え
ば
、
現
に
有
す
る
経
営
資
源
を
利
用
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
と
し
、
他
の
事
業
者
か
ら
取
得
し
た
又
は
提

供
さ
れ
た
経
営
資
源
を
利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

二
～
五

［
略
］

二
～
五

［
略
］

六

経
営
資
源
の
組
合
せ

［
新
設
］
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商
品
の
生
産
若
し
く
は
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の

方
法
を
効
率
化
す
る
た
め
、
現
に
有
す
る
経
営
資
源

及
び
他
の
事
業
者
か
ら
取
得
し
た
又
は
提
供
さ
れ
た

経
営
資
源
を
有
効
に
組
み
合
わ
せ
て
一
体
的
に
活
用

す
る
こ
と
を
い
う
。

２

経
営
力
向
上
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

２

経
営
力
向
上
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

一

［
略
］

一

［
略
］

二

要
件

二

経
営
指
標

イ

現
に
有
す
る
経
営
資
源
を
利
用
す
る
場
合

労
働
生
産
性
の
向
上
を
支
援
に
当
た
っ
て
の
判
断

労
働
生
産
性
の
向
上
を
支
援
に
当
た
っ
て
の
判

基
準
と
す
る
。

断
基
準
と
す
る
。

労
働
生
産
性
に
つ
い
て
、
五
年
間
の
計
画
の
場
合

労
働
生
産
性
に
つ
い
て
、
五
年
間
の
計
画
の
場

、
計
画
期
間
で
あ
る
五
年
後
ま
で
の
目
標
伸
び
率
が

合
、
計
画
期
間
で
あ
る
五
年
後
ま
で
の
目
標
伸
び

二
％
以
上
の
も
の
を
求
め
る
。
計
画
期
間
が
三
年
間
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率
が
二
％
以
上
の
も
の
を
求
め
る
。
計
画
期
間
が

の
場
合
は
一
％
以
上
の
目
標
を
、
四
年
間
の
場
合
は

三
年
間
の
場
合
は
一
％
以
上
の
目
標
を
、
四
年
間

一
・
五
％
以
上
の
目
標
を
求
め
る
。

の
場
合
は
一
・
五
％
以
上
の
目
標
を
求
め
る
。

た
だ
し
、
業
種
又
は
事
業
規
模
等
を
勘
案
し
て
弾

た
だ
し
、
業
種
又
は
事
業
規
模
等
を
勘
案
し
て

力
的
に
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で

弾
力
的
に
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と

き
る
こ
と
と
す
る
。

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

地
域
の
中
核
的
な
企
業
を
中
心
と
し
た
取
組
に
係

地
域
の
中
核
的
な
企
業
を
中
心
と
し
た
取
組
に

る
申
請
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て

係
る
申
請
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
申
請
に
つ

は
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
の
経
営
指
標
又
は
参
加

い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
の
経
営
指
標
又

者
個
々
の
経
営
指
標
の
い
ず
れ
で
も
用
い
る
こ
と
が

は
参
加
者
個
々
の
経
営
指
標
の
い
ず
れ
で
も
用
い

で
き
る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
本
指
標
は
、
今
後
、
運
用
の
状
況
や
景
気

な
お
、
本
指
標
は
、
今
後
、
運
用
の
状
況
や
景

の
動
向
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
す
も
の

気
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
す

と
す
る
。
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も
の
と
す
る
。

注)

労
働
生
産
性
と
は
、
営
業
利
益
、
人
件
費
及
び

注)

労
働
生
産
性
と
は
、
営
業
利
益
、
人
件
費
及

減
価
償
却
費
の
合
計
を
、
労
働
投
入
量(

労
働
者
数

び
減
価
償
却
費
の
合
計
を
、
労
働
投
入
量(

労
働

又
は
労
働
者
数
×
一
人
当
た
り
年
間
就
業
時
間)

で

者
数
又
は
労
働
者
数
×
一
人
当
た
り
年
間
就
業

除
し
た
も
の
と
す
る
。

時
間)

で
除
し
た
も
の
と
す
る
。

ロ

他
の
事
業
者
か
ら
取
得
し
た
又
は
提
供
さ
れ
た

経
営
資
源
を
利
用
す
る
場
合

(

１)

事
業
承
継
の
促
進

当
該
制
度
は
中
小
企
業
者
等
の
事
業
承
継

を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
小
企
業

者
等
が
事
業
承
継
等
（
法
第
二
条
第
十
項
第

九
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
場

合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
の
継
続
が
困
難
で
あ
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る
他
の
事
業
者
の
事
業
を
承
継
す
る
も
の
の

う
ち
、
事
業
の
経
営
の
承
継
を
伴
う
取
組
を

支
援
対
象
と
す
る
。

(

２)
経
営
指
標

労
働
生
産
性
の
向
上
を
支
援
に
当
た
っ
て

の
判
断
基
準
と
す
る
。

労
働
生
産
性
に
つ
い
て
、
五
年
間
の
計
画

の
場
合
、
計
画
期
間
で
あ
る
五
年
後
ま
で
の

目
標
伸
び
率
が
二
％
以
上
の
も
の
を
求
め

る
。
計
画
期
間
が
三
年
間
の
場
合
は
一
％
以

上
の
目
標
を
、
四
年
間
の
場
合
は
一
・
五
％

以
上
の
目
標
を
求
め
る
。

た
だ
し
、
業
種
又
は
事
業
規
模
等
を
勘
案
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し
て
弾
力
的
に
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

地
域
の
中
核
的
な
企
業
を
中
心
と
し
た
取

組
に
係
る
申
請
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る

申
請
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て

の
経
営
指
標
又
は
参
加
者
個
々
の
経
営
指
標

の
い
ず
れ
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

な
お
、
本
指
標
は
、
今
後
、
運
用
の
状
況

や
景
気
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ

て
見
直
す
も
の
と
す
る
。

注)

労
働
生
産
性
と
は
、
営
業
利
益
、
人
件

費
及
び
減
価
償
却
費
の
合
計
を
、
労
働
投
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入
量(

労
働
者
数
又
は
労
働
者
数
×
一
人
当

た
り
年
間
就
業
時
間)

で
除
し
た
も
の
と
す

る
。

３

海
外
に
お
い
て
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
が
行
わ
れ

３

海
外
に
お
い
て
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
が
行
わ
れ

る
場
合
に
お
け
る
国
内
の
事
業
基
盤
の
維
持
そ
の
他
経

る
場
合
に
お
け
る
国
内
の
事
業
基
盤
の
維
持
そ
の
他
経
営

営
力
向
上
の
促
進
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

力
向
上
の
促
進
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

一

［
略
］

一

［
略
］

二

雇
用
へ
の
配
慮

二

［
略
］

国
は
、
人
員
削
減
を
目
的
と
し
た
取
組
を
計
画
認

国
は
、
人
員
削
減
を
目
的
と
し
た
取
組
を
計
画
認

定
の
対
象
と
し
な
い
等
、
雇
用
の
安
定
に
配
慮
す
る

定
の
対
象
と
し
な
い
等
、
雇
用
の
安
定
に
配
慮
す
る

も
の
と
す
る
。
組
織
再
編
行
為
が
従
業
員
等
に
与
え

も
の
と
す
る
。

る
影
響
が
大
き
い
こ
と
に
鑑
み
、
事
業
承
継
等
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
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る
。

三

地
域
経
済
の
健
全
な
発
展

［
新
設
］

国
は
、
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展
に
配
慮
す
る
た

め
、
地
域
経
済
や
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
維
持
・
強

化
に
資
す
る
事
業
承
継
等
に
係
る
取
組
を
促
進
す
る

も
の
と
す
る
。

四
～
六

［
略
］

三
～
五

［
略
］

七

Ｉ
Ｔ
等
の
活
用
の
促
進

［
新
設
］

国
は
、
中
小
企
業
者
等
の
経
営
力
向
上
に
向
け
た

取
組
の
促
進
に
当
た
っ
て
、
中
小
企
業
者
等
に
よ
る

Ｉ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
生
産
性
の
向
上
に
係
る
取
組
を

促
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

八

［
略
］

六

［
略
］
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九

中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
円
滑
化
等
に
向
け
た
環

七

中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
円
滑
化
に
向
け
た
環
境

境
整
備

整
備

国
は
、
中
小
企
業
が
事
業
承
継
を
契
機
と
し
て
経

国
は
、
中
小
企
業
が
事
業
承
継
を
契
機
と
し
て
経
営
力

営
力
向
上
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

向
上
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
中

う
、
中
小
企
業
が
事
業
承
継
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が

小
企
業
が
事
業
承
継
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
環

で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
円
滑
な
廃
業

境
を
整
備
す
る
。

に
向
け
た
環
境
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。

十

［
略
］

八

［
略
］

４

［
略
］

４

［
略
］

５

事
業
再
編
投
資
の
内
容
に
関
す
る
事
項

［
新
設
］

一

事
業
再
編
投
資

「
事
業
再
編
投
資
」
と
は
、
投
資
事
業
有
限
責
任

組
合
（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
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律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
行
う
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
投
資
事

業
（
主
と
し
て
経
営
力
向
上
（
事
業
承
継
等
を
行
う

も
の
に
限
る
。
）
を
図
る
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る

も
の
）
で
あ
っ
て
、
当
該
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る

経
営
資
源
を
高
度
に
利
用
す
る
方
法
に
係
る
指
導
を

伴
う
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
い

う
。

一

投
資
先
に
関
し
て
満
た
す
べ
き
条
件

中
小
企
業
者
等
で
あ
っ
て
、
当
該
中
小
企
業
者
等

の
経
営
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
者
を
確
保
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
中
小
企
業
者
等
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の
事
業
活
動
の
継
続
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
も
の
。

三

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
要
件

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組

合
員
が
、
当
該
事
業
再
編
投
資
の
実
施
に
関
し
必

要
な
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組

合
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
投

資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
契
約
書
に
、
投
資

担
当
者
（
当
該
法
人
の
役
員
又
は
使
用
人
で
あ
っ

て
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
投
資
事
業

を
主
と
し
て
行
う
者
を
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
当

該
投
資
担
当
者
の
変
更
に
係
る
適
切
な
手
続
を
記
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載
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組

合
員
の
有
す
る
出
資
口
数
が
、
当
該
投
資
事
業
有

限
責
任
組
合
の
出
資
口
数
の
総
数
の
一
％
以
上
で

あ
る
こ
と
。

６

事
業
再
編
投
資
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

［
新
設
］

一

計
画
期
間

計
画
期
間
は
十
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

二

目
標
指
標

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
内
部
収
益
率
の
目
標

と
し
て
、
五
％
以
上
の
目
標
を
設
定
す
る
も
の
と
す

る
。

７

そ
の
他
事
業
再
編
投
資
の
促
進
に
当
た
っ
て
配
慮
す

［
新
設
］
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べ
き
事
項

一

中
小
企
業
者
等
の
自
主
的
な
取
組
の
尊
重

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
は
、
事
業
再
編
投
資
を

円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
一
方
的
に
中
小

企
業
者
等
の
経
営
に
関
す
る
方
針
を
決
定
す
る
こ
と

な
く
、
中
小
企
業
者
等
の
意
思
決
定
を
十
分
に
尊
重

し
、
中
小
企
業
者
等
が
自
ら
行
う
取
組
と
整
合
性
の

と
れ
た
方
法
で
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
。

二

事
業
承
継
等
に
関
す
る
助
言
等

国
は
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
、
中
小
企
業

者
等
が
事
業
承
継
に
関
す
る
計
画
等
を
策
定
す
る
に

当
た
っ
て
の
助
言
等
を
行
う
こ
と
を
促
す
。

三

計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
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国
は
、
事
業
再
編
投
資
計
画
の
進
捗
状
況
を
投
資

事
業
有
限
責
任
組
合
自
ら
定
期
的
に
把
握
す
る
こ
と

を
推
奨
し
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
行
っ
た
自

己
評
価
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
。

四

事
業
再
編
投
資
の
円
滑
化
に
向
け
た
環
境
整
備

国
は
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
事
業
再
編
投

資
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
環
境
整
備

を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
５

経
営
革
新
及
び
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
並

第
５

経
営
革
新
及
び
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
並

び
に
経
営
力
向
上
の
支
援
体
制
の
整
備

び
に
経
営
力
向
上
の
支
援
体
制
の
整
備

１

［
略
］

１

［
略
］

２

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

２

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項
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一

経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
が
法
人
で
あ
る

一

経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
が
法
人
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
経
営
革
新

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
経
営
革
新

等
支
援
業
務
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す

等
支
援
業
務
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
組
織
体
制(

管
理
組
織
、
人
的
配
置

る
た
め
に
必
要
な
組
織
体
制(

管
理
組
織
、
人
的
配
置

等)

及
び
事
業
基
盤(

財
務
状
況
の
健
全
性
、
窓
口
と

等)

及
び
事
業
基
盤(

財
務
状
況
の
健
全
性
、
窓
口
と

な
る
拠
点
、
適
切
な
運
営
の
確
保
等)

を
有
し
て
い
る

な
る
拠
点
等)

を
有
し
て
い
る
こ
と
。

こ
と
。

二

経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
が
個
人
で
あ
る

二

経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
が
個
人
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
経
営
革
新

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
経
営
革
新

等
支
援
業
務
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す

等
支
援
業
務
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
事
業
基
盤(

財
務
状
況
の
健
全
性
、

る
た
め
に
必
要
な
事
業
基
盤(

財
務
状
況
の
健
全
性
、

窓
口
と
な
る
拠
点
、
適
切
な
運
営
の
確
保
等)

を
有
し

窓
口
と
な
る
拠
点
等)

を
有
し
て
い
る
こ
と
。

て
い
る
こ
と
。
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三
・
四

［
略
］

三
・
四

［
略
］

３

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す

３

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す

べ
き
事
項

べ
き
事
項

一

国
が
配
慮
す
べ
き
事
項

一

国
が
配
慮
す
べ
き
事
項

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

ト

国
は
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
の
最
新
の

［
新
設
］

活
動
実
態
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業

・
小
規
模
事
業
者
が
各
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機

関
の
実
績
や
支
援
事
例
等
を
把
握
で
き
る
よ
う
情

報
提
供
を
行
う
。

チ

［
略
］

ト

［
略
］

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］

４
～
６

［
略
］

４
～
６

［
略
］
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７

情
報
処
理
支
援
業
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

［
新
設
］

経
営
能
率
の
相
当
程
度
の
向
上
を
行
お
う
と
す
る
中
小

企
業
者
等
に
対
す
る
情
報
処
理
を
行
う
方
法
に
係
る
指

導
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
情
報
処
理
に
関
す

る
支
援
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

８

情
報
処
理
支
援
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

［
新
設
］

一

行
お
う
と
す
る
情
報
処
理
支
援
業
務
を
長
期
間
に

わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
組
織
体

制
（
管
理
組
織
、
人
的
配
置
等
）
を
有
し
て
い
る
こ

と
。

二

行
お
う
と
す
る
情
報
処
理
支
援
業
務
を
長
期
間
に

わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
基

盤
（
財
務
状
況
の
健
全
性
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
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９

情
報
処
理
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ

［
新
設
］

き
事
項

一

国
等
が
配
慮
す
べ
き
事
項

イ

国
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

及
び
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
は
、
情

報
処
理
支
援
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
な

制
度
概
要
等
の
周
知
徹
底
に
努
め
、
中
小
企
業
者

等
の
経
営
能
率
の
相
当
程
度
の
向
上
の
た
め
の
支

援
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ロ

国
は
、
情
報
処
理
支
援
業
務
を
行
う
者
の
認
定

の
申
請
等
に
係
る
手
続
の
簡
素
化
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

二

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
が
配
慮
す
べ
き
事
項
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イ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
自
ら
が
支
援
を

行
っ
た
中
小
企
業
者
等
の
状
況
の
把
握
を
行
い
、

実
施
し
た
情
報
処
理
支
援
業
務
の
効
果
の
測
定
に

努
め
る
こ
と
。

ロ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
情
報
処
理
支
援

業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
合
理
的
な
理
由
な
く

、
特
定
の
中
小
企
業
者
等
を
支
援
の
対
象
か
ら
外

す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
情
報
処
理
支
援

業
務
の
円
滑
な
実
施
の
観
点
か
ら
、
経
営
革
新
等

支
援
機
関
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
外
部
支

援
機
関
（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機

構
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
等
）
の

＜
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知
見
を
活
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
者
と

連
携
を
図
る
こ
と
。

ニ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
業
務
上
知
り
得

た
秘
密
の
保
持
に
よ
る
信
頼
の
確
保
を
図
る
こ

と
。

ホ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
自
ら
の
サ
イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

へ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
中
小
企
業
者
等

が
複
数
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
て
利
用

で
き
る
よ
う
、
ま
た
、
異
な
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
へ

の
移
行
を
円
滑
に
行
う
こ
と
で
き
る
よ
う
配
慮
を

す
る
こ
と
。



- 23 -

第
６
・
第
７

［
略
］

第
６
・
第
７

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。




